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（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業に係る 

環境影響評価事前配慮書手続について 

 

１．事業概要 

（１）事 業 者：神戸市 

（２）事業の名称：（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 

（２）事業の位置：神戸市西区押部谷町木見 

（３）事業の種類：工業団地の造成及び流通業務団地の造成 

（４）事業の規模：全体面積 約 100ha 

（５）事業の区分：神戸市アセス条例に基づく第１類事業 

(アセス対象事業の要件：工業団地の造成 10ha 以上、流通業務団地の造成 10ha 以上) 
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２．事前配慮書手続のスケジュール 

 事業者 神戸市 

(1)事前配慮書の提出・受理 令和３年７月８日(木) （同左） 

(2)事前配慮書の縦覧及び 

意見募集 

 令和３年８月２日(月)～ 

令和３年９月 15 日(水) 

（ 45 日間） 

(8/11 現在の意見数：0 件) 

(3)住民説明会の開催 令和３年８月 20日(金) 

14:00～15:00 

令和３年８月 22日(日) 

14:00～15:00 

(於：押部谷地域福祉センター) 

 

(4)環境影響評価審査会  令和３年８月 16日(月) 

令和３年９月 24日(金) 

(5)市長意見書の作成期限 

(事前配慮書受理日から 90日以内) 

 令和３年 10月５日(火) 
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（参考１）アセス法の規模要件 

対象事業の種類 第１種事業 第２種事業 

工業団地造成事業 面積 100ha 以上 面積 75ha 以上 

流通業務団地造成事業 面積 100ha 以上 面積 75ha 以上 

 

 

（参考２）事業実施区域及び周辺における過去のアセス事業について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各事業の事業区域の範囲はイメージ。  

舞子ゴルフ場代替施設建設事業 

（西神戸ゴルフ場） 

・手続期間：S55.6～S56.9 

・事業の種類：レクリエーション 

施設の建設 

・面積：100ha 

神戸複合産業団地の変更及び 20 世紀 

博物館群公園事業(キーナの森) 

・手続期間：H10.5～H13.2 

・事業の種類：工業団地の造成、レクリエ 

ーション施設の建設 

・面積：97ha(団地事業25ha＋公園事業62ha) 

・平成 28 年度事後調査報告(平成 29 年

度提出)をもって事後調査終了 
神戸複合産業団地建設事業 

・手続期間：S62.12～S63.8 

・事業の種類：工業団地の造成等 

・面積：250ha 

団地事業 

今回の事業実施区域 

国営明石海峡公園(神戸地区) 

・手続期間：H8.9～H9.1 

・事業の種類：レクリエーション 

施設の建設 

・面積：235ha 

・事後調査を実施中 

公園事業 
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環境影響評価手続の流れ（概要）  
 

事 業 者 市  長 審 査 会 市  民 

事前配慮書の作成 

意 見 

審 議 

実施計画書の公告・ 
縦覧(45 日間) 

意 見 

審 議 

評価書案の公告・ 
縦覧(45 日間) 

意 見 

審 議 市長意見書の作成 

評価書の公告・ 
縦覧 

事後調査計画書の作成 
事後調査計画書 

の公表 
 

調査結果の報告 
（事後調査報告書） 

事後調査の実施 

概要書の公告・ 
縦覧(２週間) 

審 議 

事業完了届の提出 

事
前
配
慮
書
手
続 

実
施
計
画
書
手
続 

評
価
書
案
手
続 

市長意見書の作成 

市長意見書の作成 

評
価
書
手
続 

事
後
調
査
手
続 

事前配慮書の公告・ 
縦覧(45 日間) 

判
定
手
続 

判定願の作成 

判定 
審 議 
(部会) 

意見 

審議依頼 
意見 

意見 

審議依頼 

審議依頼 

意見 

答申 

諮問 

評価書の作成 

評価書案の作成 

実施計画書の作成 

調査・予測・評価 

結果の通知 

市長の勧告又は指導 

意見の写しの送付 

意見の写しの送付 

意見の写しの送付 

事業者による 
説明会 

事業者による 
説明会 

事業者による 
説明会 

公聴会 公述意見書の作成 

90
日
以
内 

90
日
以
内 

日
以
内 

審議依頼 

工事着手 

8/2～9/15 

作成期限 10/5 

7/8 

8/20 
8/22 

8/2～9/15 8/16 
9/24 


